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　　リーダーグループ

　5月も半ばになり、暑さも日々増してきています。体調をくずしやすい時期ですが、お身体に気をつけてくださいね。

《　年金制度変更に伴う掛金について　》

　《　住民税　》　6月から額が変わります 　平成27年10月より、被用者年金制度が一元化され

　6月の給与より、平成26年分の収入に応じた ます。それに伴い、共済組合の掛金は給与月額によ

額の住民税が給与天引きされます。5月下旬 り定額になっていましたが、今後は実際に支給された

頃に金額の決定通知（電算テープ）が配布さ 諸手当に応じた金額（毎年4月～6月までの報酬÷３）

れます。1月1日に住民票がある市町村に住 が、その年の9月から翌年8月までの算定基礎額にな

民税を支払うことになっています。昨年休職 ます。詳しくは、共済組合からのリーフレット等をご覧

している人など天引きできない人（普通徴収） ください。

もいます。自宅に払い込み通知書が届いた

場合（特に新規採用者）は、支払いせずに事 《　本年度の掛金は……　》

務職員にお知らせください。 　本年度は移行期につき、平成27年6月支給の給与

が掛金・負担金等の算定基礎額となります。

　そのために、5月分の特殊勤務手当（主任・クラブ

　《　互助会・共済より　》 該当職員、必見！ 指導・修学旅行等引率業務等）の〆切日を早め、

・お子さんが小学校へ入学をした職員は、互助会へ 5月25日午前中までを学校〆切にさせてもらいます。

祝い金の申請書を提出ください。（父・母共に可） よろしくご協力ください。

・共済組合より、人間ドックの決定通知がきました。 　尚、5月分の特殊勤務手当は6月に支給されます。

予約が必要な医療機関にはご連絡ください。 4月分及び6月分の特殊勤務手当は7月に支給され

・互助会へ、本年もスポーツ・レジャー宿泊等補助 ます。

金が申請できます。申請には領収書が必要です。 　7月以降は、当月分の実績分を翌月給与で支給さ

年度内に申請ください。 れることになります。事務処理の時間も要りますので、

月末〆だったのを早くしますが、ご了解ください。

　《　旅費精算には　》 　　中学校１１８１－０１　　小学校１１８３－０１の出張には必要です

学校独自コードを入力してください。

1 県内での研修(市教研、講座含む） 6 修学旅行(下見は　００１０　）

2 県外での研修 7 部活動（１１８３－５５に該当しない分）

3 会議（委員会、検討会など） 8 進路関係（進路引率はこちら）

4 教育相談、家庭訪問 9 赴任旅費

5 引率業務（修学旅行以外） 10その他用務（上記に該当しないもの）

　市監査が終わりました　

◎　5月7日昼生小学校・加太小学校、　5月8日井田川小学校、5月13日亀山中学校の市の監査がありました。

事務センターでは監査資料を一括で作成していますので、各校の負担は少なく、その分書類の確認にあたれます。

　監査では、6年生など最終学年での学年会計は、残金がきちんと0円になっているのかも確認していました。監査に

はその年により傾向がありますが、万全の体制で臨みたいものですね。

　・・　共同実施を活用することにより、学校の事務業務を拡充する　・・　亀山市学校事務センター

Ʊἶ ˗ҵǲ ǠȒᵂǋֻȖǢȋ ǛǯǓǉȓǷƱɵɵɵɵɵƱːῇ⁸ἶ ˗ҵȹɱȽɶȅǮ

（リーダー　久保田）
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